
一般社団法人日本種苗協会からの相談への回答について（概要）

➢ 野菜種子部会員に対し共有される情報（以下「本件情報」という。）は、特定の野菜品目類ごとの種子に係る大陸等の
生産地域ごとの作柄の傾向を示すものにとどまり、各構成事業者たる野菜種子部会員の現在又は将来の事業活動における
重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報ではない

➢ アンケートに係る情報の管理は野菜種子部会員を含まない日本種苗協会の事務局のみで行われ、本件情報は客観的統計
処理等が行われたものであることから、本件情報が野菜種子部会員間で共有されることにより野菜種子部会員相互の行動
が予測可能になる又は野菜種子部会員間で競争制限に係る共通の意思が形成されることにはならない

独占禁止法上の考え方

日本種苗協会
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④集計結果の共有
個々の会員の回答内容は
共有されない

✓ 回答 本件相談に係る行為は、独占禁止法上問題となるものではない

本件相談に係る行為の概要

＜共有される情報の例＞

ネギ類は、オセアニア
において、不作の見込み

特定の野菜品目類ごとの種子に係る
生産地域ごとの作柄（収穫高や生育の状況）について、

選択式により任意で回答を求めるもの

アンケートの内容

＜選択肢の例＞
品目 ：①アブラナ科葉菜類、②アブラナ科根菜類、③ネギ類・・・

生産地域：①北米大陸、②南米大陸、③オセアニア・・・
作柄 ： A 豊作、B ほぼ計画どおり、C 不作、D 著しい不作
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